
面会制限の緩和
当院では必要な感染対策を講じた上で

令和5年５月８日より以下の通り入院患者様への

面会制限を緩和させていただきます。
ご理解の上、ご協力をお願い致します。

尚、感染拡大等により再度面会を制限する場合ありますが、ご了承ください。

面会が可能な方

16歳以上のご家族の方のみ

▶面会の際は事前予約が必要です。

▶面会は平日の決められた時間お願い致します。
※東病棟は14:00～16:00
北・西病棟は10:００～11:４０、14:00～１５:40

▶面会は決められた場所で行ってください。
※場所はスタッフが案内します。

▶面会は1人の患者につき週1回２名までで、時間は
１０分以内でお願いし致します。

▶面会後３日以内に発熱等の症状があった場合は、
必ず病棟に連絡してください。

▶発熱・咳等の症状があった場合が面会を控えて
頂きます。

石川県立こころの病院 院長
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